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1.  登録(普通・小型)自動車を所有するときは「自動車保管場所証明書」が必要です。 

1-2 軽自動車を所有する時は「自動車保管場所届出」が必要です 

2.  登録(普通・小型)自動車ついては、村など車庫証明が、不要な所もありますので注意してください。 

3.  軽自動車は、一部指定された場所(おおよそ 10万人以上の市)のみ車庫証明が必要です。 

軽自動車の車庫証明の特徴 

軽自動車の車庫証明は、名義変更後や住所変更後に、警察署に対して保管場所届出出すことになるので 

名義変更・住所変更の手続が終わった後の車検証のコピーを添付する。 

 


